
JP 2008-177595 A5 2009.9.3

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年9月3日(2009.9.3)

【公開番号】特開2008-177595(P2008-177595A)
【公開日】平成20年7月31日(2008.7.31)
【年通号数】公開・登録公報2008-030
【出願番号】特願2008-40312(P2008-40312)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｇ   9/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｇ   9/038    (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   2/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｇ   9/00    ３０１Ｃ
   Ｈ０１Ｇ   9/00    ３０１Ｄ
   Ｈ０１Ｍ   2/16    　　　Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月21日(2009.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１５０℃以上の耐熱温度を有する多孔質基体と、加熱により電解液を吸収して膨潤しか
つ温度上昇とともに膨潤度が増大する樹脂Ｂとを含む多孔質膜よりなるセパレータであっ
て、
　前記多孔質膜は、フィラー粒子を含み、
　下記式（１）で定義される、２５℃における前記樹脂Ｂの膨潤度ＢRが、２．５以下で
あることを特徴とする電気化学素子用セパレータ。
　ＢR＝（Ｖ0／Ｖi）－１　　　（１）
　但し、上記式中、Ｖ0は、電解液中に２５℃で２４時間浸漬後の樹脂Ｂの体積（ｃｍ3）
、Ｖiは、電解液に浸漬する前の樹脂の体積（ｃｍ3）をそれぞれ表す。
【請求項２】
　前記樹脂Ｂの膨潤度ＢRが、１以下である請求項１に記載の電気化学素子用セパレータ
。
【請求項３】
　下記式（２）で定義される、１２０℃における前記樹脂Ｂの膨潤度ＢTが、１以上であ
る請求項１または２に記載の電気化学素子用セパレータ。
　ＢT＝（Ｖ1／Ｖ0）－１　　　（２）
　但し、上記式中、Ｖ0は、電解液中に２５℃で２４時間浸漬後の樹脂Ｂの体積（ｃｍ3）
、Ｖ1は、電解液中に２５℃で２４時間浸漬後、電解液を１２０℃に昇温させ、１２０℃
で１時間保持した後における樹脂Ｂの体積（ｃｍ3）をそれぞれ表す。
【請求項４】
　１５０℃以上の耐熱温度を有する多孔質基体と、
　加熱により電解液を吸収して膨潤しかつ温度上昇とともに膨潤度が増大する樹脂Ｂとを
含む多孔質膜よりなるセパレータであって、
　前記多孔質膜は、フィラー粒子を含み、
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　前記樹脂Ｂが、７５～１２５℃の範囲にガラス転移温度を有する樹脂架橋体であること
を特徴とする電気化学素子用セパレータ。
【請求項５】
　前記樹脂架橋体は、スチレン樹脂、スチレンブタジエン共重合体、アクリル樹脂、ポリ
アルキレンオキシド、フッ素樹脂およびこれらの誘導体よりなる群から選ばれる少なくと
も１種の樹脂の架橋体である請求項４に記載の電気化学素子用セパレータ。
【請求項６】
　前記樹脂Ｂは、前記多孔質基体の空孔内に配置されているか、または、前記多孔質基体
または前記フィラー粒子の表面に積層されて一体化されている請求項１～５のいずれかに
記載の電気化学素子用セパレータ。
【請求項７】
　融点が８０～１３０℃の範囲にある樹脂Ａをさらに含む請求項１～６のいずれかに記載
の電気化学素子用セパレータ。
【請求項８】
　前記多孔質基体の少なくとも一部が、前記フィラー粒子で構成されている請求項１～７
のいずれかに記載の電気化学素子用セパレータ。
【請求項９】
　前記フィラー粒子は、前記多孔質基体の空孔内に含有されている請求項１～７のいずれ
かに記載の電気化学素子用セパレータ。
【請求項１０】
　前記フィラー粒子として、板状の粒子を含む請求項１～９のいずれかに記載の電気化学
素子用セパレータ。
【請求項１１】
　前記フィラー粒子は、無機酸化物からなる請求項１～１０のいずれかに記載の電気化学
素子用セパレータ。
【請求項１２】
　前記フィラー粒子として、ベーマイトを含む請求項１～１０のいずれかに記載の電気化
学素子用セパレータ。
【請求項１３】
　前記多孔質基体は、１５０℃以上の耐熱温度を有する繊維状物を含む請求項１～１２の
いずれかに記載の電気化学素子用セパレータ。
【請求項１４】
　正極、負極、非水電解液および請求項１～１３のいずれかに記載の電気化学素子用セパ
レータを含むことを特徴とする電気化学素子。
【請求項１５】
　前記セパレータは、正極および負極より選ばれる少なくとも一方と一体化されている請
求項１４に記載の電気化学素子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の第１の電気化学素子用セパレータは、１５０℃以上の耐熱温度を有する多孔質
基体と、加熱により電解液を吸収して膨潤しかつ温度上昇とともに膨潤度が増大する樹脂
Ｂとを含む多孔質膜よりなるセパレータであって、前記多孔質膜は、フィラー粒子を含み
、下記式（１）で定義される、２５℃における前記樹脂Ｂの膨潤度ＢRが、２．５以下で
あることを特徴とする。
　ＢR＝（Ｖ0／Ｖi）－１　　　（１）
　但し、上記式中、Ｖ0は、電解液中に２５℃で２４時間浸漬後の樹脂Ｂの体積（ｃｍ3）
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、Ｖiは、電解液に浸漬する前の樹脂の体積（ｃｍ3）をそれぞれ表す。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、本発明の第２の電気化学素子用セパレータは、１５０℃以上の耐熱温度を有する
多孔質基体と、加熱により電解液を吸収して膨潤しかつ温度上昇とともに膨潤度が増大す
る樹脂Ｂとを含む多孔質膜よりなるセパレータであって、前記多孔質膜は、フィラー粒子
を含み、前記樹脂Ｂが、７５～１２５℃の範囲にガラス転移温度を有する樹脂架橋体であ
ることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　繊維状物の具体的な構成材料としては、例えば、セルロースおよびその変成体〔カルボ
キシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）など〕、ポ
リオレフィン〔ポリプロピレン（ＰＰ）、プロピレンの共重合体など〕、ポリエステル〔
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリブ
チレンテレフタレート（ＰＢＴ）など〕、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、アラミド、
ポリアミドイミド、ポリイミドなどの樹脂、ガラス、アルミナ、ジルコニア、シリカなど
の無機酸化物などを挙げることができ、これらの構成材料は２種以上を含有していても構
わない。また、繊維状物は、必要に応じて、各種添加剤、例えば、樹脂である場合には酸
化防止剤などを含有していても構わない。
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